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（１）女性に対するあらゆる暴力の根絶 

事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

① 女性に対する暴力を許さない社会の形成に向けた啓発等の推進 

女性に対する暴力対策事業(各種啓発事業) 

暴力を許さない社会の意識づくりを図るため、｢女性に対する暴

力をなくす運動｣期間にあわせて、各種啓発事業を実施する。 

     ― ○「女性に対する暴力をなく

す」運動期間等の啓発 

・通天閣観光株式会社、株式会

社日立製作所の協力により、通

天閣をパ－プルにライトアップ

するとともに通天閣内にポスタ

ーを掲示し、相談カードを配布

（ライトアップ：１１月１２日、２５

日） 

・ドーンセンターで府民向け 

ＤＶ予防啓発セミナーを開催 

・ドーンセンターにリボンオブジ

ェを設置 

・ドーンセンターで関連図書展

示、ビデオ上映会を実施 

・庁内関係各課、関係機関・団

体等に内閣府のポスター、リー

フレットを配布 

・ホームページに女性に対する

暴力をなくす運動期間の府・市

町村の取組を掲載。 

男女参画・府

民協働課 

こどものエンパワメント支援指導事例集の活用 

子ども自身が自らの力で自らを守る力を育成し、子どもが暴力

の被害者や加害者にならないようにすることを目的とした教材プ

ログラム。府内公立小中学校に配付。 

― ○各学校において「こどもエン

パワメント指導事例集」を 

府内 95％以上の小・中学校で

教員に周知するとともに、活用

を推進。 

市町村教育

室小中学校

課 

ＤＶ被害者の地域支援者養成講座 

ＤＶ被害者の支援に従事する方がＤＶに関する基礎的知識や

被害者支援に関する専門的・実践的な知識を習得できるよう「ＤＶ

被害者の地域支援者養成講座」を開催する。 

 

（平成24年度より男女参画・府民協働課「女性に対する暴力対策

事業(人材養成講座)」より移管） 

129 

 

〇前期（基礎講座）：２日間                     

参加者177名 

〇後期： 

・ DVと児童虐待に関する講義

参加者114名                              

・シンポジウム 

参加者108名 

子ども室家

庭支援課 

 

男女参画・府

民協働課 

「医療関係者向けDV被害者対応マニュアル」の活用促進 

市町村ネットワーク会議などを通じ、マニュアルについて活用

を促進 

 

― 「ＤＶ被害者に対する専門家の

支援体制づくり」からの後続事

業 

男女参画・府

民協働課 

「教職員向けＤＶ被害者対応マニュアル」の活用促進 

平成２４年度に作成した教職員向けのＤＶ被害者対応マニュア

ルを、小学校・中学校・高校等へ送付し周知啓発を行う。 

― ○「教職員向けＤＶ被害者対応

マニュアル」の作成 

                  

男女参画・府

民協働課 

性犯罪被害防止のための啓発事業 

再掲【３－（１）－②】  → Ｐ40参照 

 

 (―) 再掲【３－（１）－②】 

  → Ｐ40参照 
 

府警本部 

刑事部 

捜査第一課 
 

生活安全部 
府民安全対策課 

３ セーフティネットの充実 



３ セーフティネットの充実 

- 38 - 

 

事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

女性に対する暴力対策事業(大阪府｢女性に対する暴力｣対策会

議の運営) 

  関係機関が連携し、当面の対策について着実な推進を図るとと

もに、中長期的課題について検討し、総合的な施策を効果的に

実施することを目的に平成１２年９月に設置。府関係相談機関等

の連携強化を図っていく。 

200 庁内関係部局１３課６所で構成 

・実務担当者会議１回 

 

 

男女参画・府

民協働課 

大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援ネットワーク

の運営 

配偶者等からの暴力に関わる取組及び活動を行っている機

関、団体及びグループのネットワークづくりと暴力の防止及び被

害者支援のために必要な連携を図る。 

   10 ＮＰＯ等被害者支援団体 １９団

体で構成 

 ・ネットワーク講演会・活動 

報告会開催 

男女参画・府

民協働課 

大阪府・市町村配偶者からの暴力対策所管課長会議の運営 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の

規定に関し、大阪府及び府内市町村の関係する機関が相互に連

携し、意見交換、情報提供などを円滑に行い、総合的な施策を着

実に推進する。 

― ・「市町村男女共同参画行政所

管課長会議」と同時開催 

 

男女参画・府

民協働課 

ドーンセンター相談カウンセリング事業 

    再掲【４－（２）－③】  → Ｐ65参照  

（―） 再掲【４－（２）－③】   

→ Ｐ65参照  

男女参画・府

民協働課 

女性相談センターにおける相談事業 

様々な悩みを持つ女性のために相談事業を実施する。 

大阪府女性相談センター 

電話、面接相談：９：００～２０：００(祝・年末年始休み)  

緊急一時保護は年中２４時間 

― 総相談件数：９，０６９件 

電話：８，６６８件 

来所：   ３４８件 
 

子ども室家

庭支援課 
 

配偶者暴力相談支援センターにおける相談事業 

配偶者からの暴力に悩む女性のために大阪府女性相談センタ

ー、府内６か所の子ども家庭センターに配偶者暴力相談支援セン

ターの機能を持たせ、それぞれの施設の機能を活かした府民に

身近な専門相談を行う。 

○大阪府女性相談センター 

電話、面接相談： ９：００～２０：００  (祝・年末年始休み) 

一時保護相談は年中２４時間 

○各子ども家庭センター 

(中央・池田・吹田・東大阪・富田林・岸和田) 

電話、面接相談：月～金 ９：００～１７：４５ 

(土・日・祝・年末年始休み) 

―  

 

 

 

○相談件数 ４，２１３件 

（うち男性５７件） 

  ※内閣府報告件数 

子ども室家

庭支援課 

 

 

 

② 女性に対する暴力を許さない社会の形成に向けた取組の推進  

 ア 配偶者等からの暴力（DV）への対策の推進 

「大阪府配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基

本計画（2012-2016）」の推進 

平成 24年 3月に策定した「大阪府配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する基本計画（2012-2016）」に基づく

諸施策を推進する。 

― 同左 男女参画・府

民協働課 

女性相談センターにおける相談事業 

再掲【３－（１）－①】  → Ｐ38参照 
(―) 再掲【３－（１）－①】 

  → Ｐ38参照 

子ども室家

庭支援課 

配偶者暴力相談支援センターにおける相談事業 

再掲【３－（１）－①】  → Ｐ38参照 
(―) 再掲【３－（１）－①】 

  → Ｐ38参照 

子ども室家

庭支援課 

女性のカウンセラーを活用した心のケア体制の整備 

配偶者からの暴力等による被害女性を支援するため、被害者

を支援・保護しているＮＰＯ団体等へ女性カウンセラーを派遣す

る等、心のケアによる自立支援体制を整備する。 

― 計９６回派遣 男女参画・府

民協働課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

配偶者からの暴力被害者の一時保護委託事業の実施 

配偶者暴力防止法第３条に基づく被害者の一時保護を府内の

母子生活支援施設等に委託して実施する。(原則２週間) 

 

41,862 配偶者からの暴力被害者一時

保護（３７０件）のうち委託

件数２４５件 

子ども室家

庭支援課 

 

一時保護事業の実施 

夫の暴力などで保護を必要とする女性のために女性相談セン

ター等において一時保護事業を行う。 

 

― 一時保護件数４７０件 
（うち、配偶者暴力防止法第３条

に基づく一時保護件数３７０件） 

子ども室 

家庭支援課 

 

一時保護所(女性相談センター)への心理療法担当職員の配置 

精神的に非常に不安定な状況にあるＤＶ被害者の心のケアを

行うため、非常勤の心理療法担当職員を配置する。 

 

1,649 同左 子ども室 

家庭支援課 

ＤＶ被害者自立支援(ステップ・ハウス)事業 

配偶者からの暴力被害者向け一時使用のための府営住宅の住

戸の提供(平成 17 年度実施)を受けて、生活用品の貸与を行い、

被害者の円滑な自立をバックアップする。 

― ○利用実績 １件 子ども室 

家庭支援課 

配偶者暴力相談支援センター設置事業 

女性相談センター等、府内７か所の施設において配偶者暴力

相談支援センターの機能を果たし、被害者の保護等を図る。 

― 

 

○相談件数 ４，２１３件 

（うち男性５７件） 

  ※内閣府報告件数 

子ども室 

家庭支援課 

府立女性自立支援センター運営事業 

大阪府立女性自立支援センター（大阪府立あゆみ寮、大阪府

立よしみ寮、大阪府立のぞみ寮）を従来の婦人保護施設の機能

に加え、妊産婦や乳幼児を連れた女性を対象とするなど、新たな

ニーズに対応できる施設として、その適正な運営を図るとともに、

施設退所者のアフターケア事業を実施する。 

 

218,450 新規入所者２００名  

（要保護女子等） 

うち、同伴児等１６５名 

子ども室 

家庭支援課 

一時保護等都道府県域を超えた広域的対応のための連携 

 全国知事会でとりまとめられた申し合わせにより被害者の保護

に努める。 

― 同左 子ども室 

家庭支援課 

 

男女参画・府

民協働課 

大阪府配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援ネットワーク

の運営 

再掲【３－（１）－①】  → Ｐ38参照 

   (9) 再掲【３－（１）－①】 

  → Ｐ38参照 

男女参画・府

民協働課 

｢配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律｣の

適切な運用 

｢配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律｣に

基づき、被害者の意志を踏まえ、適切な対応に努めるとともに、被

害者保護の万全を図る。 

― 被害者からのＤＶ相談や保

護命令発令事案に対し、適切

に対応した。 

○平成２４年中の相談件数： 

４，５６７件 

 （うち男性３３８件） 

警察本部 

生活安全部

府民安全対

策課 

デートＤＶ予防啓発 

 若年者がデートＤＶの被害者・加害者とならないよう、予防啓発

DVD・指導用手引きの活用を促進するとともに、教材を使った教

員向け研修会を実施。 

― ○予防啓発ＤＶＤ・指導用手引

きの配付(府内中学校・高等学

校等へ配付)、教材を使った教

員向け講座を実施した。 

男女参画・府

民協働課 

大阪府・市町村配偶者からの暴力対策所管課長会議の運営 

再掲【３－（１）－①】  → Ｐ38参照 

(―) 再掲【３－（１）－①】 

  → Ｐ38参照 

男女参画・府

民協働課 

市町村配偶者からの暴力対策所管課ブロック会議の運営 

配偶者暴力防止法に基づく市町村基本計画の策定が推進され

るよう必要な助言や情報提供を行うとともに、被害者の支援が円

滑に実施されるよう、府と市町村間や市町村相互の連携を深め

る。 

 

― ・４ブロック４回開催 

（女性相談センターのブロック

会議と共催） 

男女参画・府

民協働課 

 

子ども室 

家庭支援課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

イ 性犯罪への対策の推進 

性犯罪捜査における女性隊員の運用 

列車内等における痴漢等の女性を狙った犯罪に的確に対応す

るため、女性隊員の効果的な運用を図る。 

   ― 同左 警察本部 

地域部 

鉄道警察隊 

サイバー空間における犯罪被害から少年を守るための取組み

の推進 

サイバー空間は、児童ポルノが蔓延する等少年を取り巻く有害

環境の最たるものであることから、サイバー空間における児童買

春・児童ポルノ法事案等の福祉犯罪の取締りを強化するとともに、

児童を犯罪被害から守るため、携帯電話に係るフィルタリングの

普及、有害情報に触れさせないための保護者、関係事業者に対

する取組み等を推進する。 

― 児童及び保護者に対する啓発

活動を実施するとともに、教育

委員会と連携し、府内各小中学

校に対し、進学・進級に伴う保

護者説明会等に参加の保護者

に対するインターネット上の危

険性についての注意喚起及び

フィルタリング普及の啓発を要

請した。 

警察本部 

生活安全部

少年課 

大阪府迷惑防止条例の適切な運用 

 第６条違反（卑わいな行為の禁止）を適切に運用し、卑わいな言

動への厳正な対処を図る。 

― 平成２４年中の検挙状況 

   ６２８件  ６０２人 

 

警察本部 

生活安全部 

府民安全対

策課 

性犯罪被害防止のための啓発事業 

性犯罪被害を防止するための各種広報啓発及び情報発信を実

施する。 

 

  ― 性犯罪被害を防止し被害の潜

在化を防ぐため、教育委員会を

通じて府下の全中学・高校に被

害防止対策や被害相談窓口等

に関する広報データを提供し、

自主防犯意識の高揚を図っ

た。 

府警本部 

刑事部 

捜査第一課 

 

警察本部 

生活安全部 

府民安全対

策課 

性犯罪被害者に係る初診料等の支出 

性犯罪被害者の経済的負担を軽減し、事件の潜在化防止及び

捜査への理解と協力を得る。 

6,272 ○支出件数：３５７件 警察本部 

総務部 

府民応接ｾﾝ

ﾀ  ー

ウーマンラインによる被害相談事業 

被害申告に伴う精神的負担を緩和・軽減するため、性犯罪被害

の相談電話に女性警察官が対応し、内容によっては面接相談も

実施する。 

相談時間  ９：００～１７：００ 

   （土・日・祝日及び上記時間帯以外は留守番電話で対応） 

  ― ○平成２４年中の 

相談件数：３００件 

警察本部 

刑事部 

捜査第一課 

交番における女性相談事業 

女性の性犯罪等の被害に対する不安感を軽減・解消するた

め、女性警察官を配置している交番において、電話・来訪による

女性からの相談に女性警察官が対応する。(日時・場所は、最寄り

の警察署に問い合わせ) 

    ― ○平成２４年中の 

相談件数：８１８件 

警察本部 

地域部 

地域総務課 

「列車内ちかん被害相談」相談所による被害相談事業 

列車内等における痴漢等の被害相談に、女性警察官が対応す

るとともに、｢ちかん相談ＦＡＸ｣を設置し、２４時間相談を受理す

る。 

   ― ○平成２４年中の 

相談件数： ５２５件 
 

警察本部 

地域部 

鉄道警察隊 

性犯罪被害者診療における協力体制の構築 

府下の産婦人科医に対し、「医師用性犯罪被害者対応マニュア

ル」を配付し、性犯罪捜査及び被害者支援に対する協力体制を

構築する。 

    ― 同左 警察本部 

刑事部 

捜査第一課 
 

警察本部 

総務部 

府民応接セ

ンター 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

性犯罪被害者支援における協力体制強化の推進 

  性被害体験を語る性犯罪被害者等を講師に招いて、支援団

体・警察・司法関係者・医師等による勉強会等を実施し、性犯罪の

潜在化及び二次被害の防止に向けて、各関係団体の連携を図

り、協力体制を強化する。 

    ― 同左 警察本部 

刑事部 

捜査第一課 

被害者カウンセリング制度の実施 

カウンセリング専門機関と連携して、性犯罪被害者の精神的被

害の軽減を図るため、専門カウンセラーの派遣や、専門機関にお

けるカウンセリングを実施する。 

  700 ○カウンセリングを受けた 

延べ人数： ５５人 

警察本部 

総務部 

府民応接セ

ンター 

指定女性捜査員制度の運用 

性犯罪被害者の被害申告に伴う精神的負担を軽減するため、

本部及び警察署の女性警察官を予め指定して被害者からの事情

聴取等の任務に当たらせる指定女性捜査員を運用する。 

― 同左 警察本部 

刑事部 

刑事総務課 
  

警察本部 

刑事部 

捜査第一課 

被害少年支援活動の推進 

犯罪等の被害にあった少年を継続的支援対象少年に指定し、

精神的なダメージを軽減するための支援活動を推進する。 

― 

 

犯罪等の被害にあった少年を

継続的支援対象少年に指定

し、支援活動を実施した。 

警察本部 

生活安全部

少年課 

女性に対する暴力対策事業(各種啓発事業) 

再掲【３－（１）－①】  → Ｐ37参照 

    (―) 再掲【３－（１）－①】 

  → Ｐ37参照 

男女参画・府

民協働課 

列車内チカン追放キャンペーン等の推進 

鉄道事業者や大阪府鉄道警察連絡協議会と連携して駅頭にお

ける列車内チカン追放キャンペーンの実施や駅・列車内での啓

発用ポスターの掲示、車内アナウンスによる広報等により、痴漢

抑止意識の高揚を図る。 

― 駅頭ミニキャンペーン  

４０か所５３回 

警察本部 

地域部 

鉄道警察隊 

ウ 買売春・人身取引への対策の推進 

女性相談センターにおける相談事業 

再掲【３－（１）－①】  → Ｐ38参照 

(―) 再掲【３－（１）－①】 

  → Ｐ38参照 

子ども室 

家庭支援課 

性非行・性被害防止のための広報啓発活動の推進 

犯罪防止教室、犯罪被害防止教室を通じて、児童買春・売春防

止に関する意識啓発のための情報発信活動を行う。 

― ○平成２４年度の犯罪防止教室

等の開催     

小学校  ９３５校 １５１,０３６人 

中学校  ４１２校 １６１,８７３人 

高  校  １３４校  ６０,９８５人 

その他の学校  

３８校  ４，７６８人 

警察本部 

生活安全部

少年課 

児童買春・児童ポルノ事案等の悪質な福祉犯罪の取締り及び児

童の保護対策の推進 

再掲【４－（１）－②】  → Ｐ63参照 

(―) 再掲【４－（１）－②】 

  → Ｐ63参照 

警察本部 

生活安全部 

少年課 

風俗関係事犯等取締りの強化推進 

売春事犯や違法ファッションヘルス店等の取締りを強化する。 

 

（風紀風俗事犯等取締りの強化推進より名称変更） 

 

― 平成２４年中の 

○売春事犯の検挙 

       ３３件 ４５人 

○違法ファッションヘルス店の

検挙 １３店舗 ７５人 

○スカウト事犯（勧誘行為）の検

挙 １件 ５人 

警察本部 

生活安全部 

保安課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

エ ストーカー行為等への対策の推進 

ストーカー規制法の適切な運用 

ストーカー規制法を適切に運用し、ストーカー行為等への厳正

な対処を図る。 

― 事案に応じて、ストーカー規制

法に基づく、警告を実施した。 

○平成２４年中の相談件数： 

  １，４２３件（うち男性１４２件） 

○平成２４年中の警告： 

１２９件（うち女性 １１件） 

警察本部 

生活安全部

府民安全対

策課 

ストーカー１１０番相談事業 

ストーカーに関する相談の専用電話を設置し、女性警察官等

が相談に応じる。(２４時間対応) 

― ストーカー相談に対し、相談者

の希望に即した適切な措置を

講じた。 

警察本部 

生活安全部

府民安全対

策課 

女性に対する暴力対策事業(各種啓発事業) 

再掲【３－（１）－①】  → Ｐ37参照 

（―） 再掲【３－（１）－①】 

  → Ｐ37参照 

男女参画・府

民協働課 

大阪府迷惑防止条例の適切な運用 

大阪府迷惑防止条例を適切に運用し、反復したつきまとい等へ

の厳正な対処を図る。 

― 反復したつきまとい等の相談に

対し、相談者の意思に即した適

切な措置を講じた。 

○平成２４年中の相談件数： 

１７２件（うち男性３５件） 

警察本部 

生活安全部

府民安全対

策課 

オ セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進 

労働法・労働問題「きまえ研修」講師派遣 

労働相談事例を踏まえ、労働契約、労働条件などの労働法の

基本理解や、職場のハラスメント（セクハラ、パワハラ）防止などを

図る研修に講師を派遣する。 

― 25回(受講者１,０６８人) 

（セクハラ以外の内容を含む） 

雇用推進室

労政課 

労働相談の実施 

再掲【２－（１）－③】  → Ｐ22参照 

(―) 再掲【２－（１）－③】 

  → Ｐ22参照 

雇用推進室

労政課 

個別労使紛争解決支援制度の実施 

再掲【２－（１）－③】  → Ｐ22参照 

  (―) 

 

再掲【２－（１）－③】 

  → Ｐ22参照 

雇用推進室

労政課 

企業向けのセクシュアルハラスメント防止の啓発 

職場におけるセクシュアルハラスメントの防止に向けた啓発を

行う。 

   ― 「職場のハラスメント防止･対応

ハンドブック」の配布   

雇用推進室

労政課 

パワハラ・セクハラ相談会＆セミナーの実施 

ハラスメントのない良好な職場づくりを支援するため、相談会と職

場のハラスメント防止セミナーを実施する。 

 

（職場のハラスメント防止を考えるウィークの実施（特別相談会と

防止セミナーの実施）より名称変更） 

― ○相談件数：69 件（セクハラ以

外のハラスメントを含む） 

○防止セミナー 

3回受講者137人 

 

雇用推進室

労政課 

総合労働問題啓発冊子の作成・配布 
再掲【２－（１）－③】  → Ｐ22参照 

(―) 再掲【２－（１）－③】 

  → Ｐ22参照 

雇用推進室

労政課 

労働法制度の普及 

再掲【２－（１）－③】  → Ｐ22参照 

(―) 再掲【２－（１）－③】 

  → Ｐ22参照 

雇用推進室

労政課 

すこやか教育相談 

再掲【２－（２）－②】  → Ｐ26参照 

（14,381） 再掲【２－（２）－②】 

  → Ｐ26参照 

教育ｾﾝﾀ  ー
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

｢教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメント防止

のために｣の徹底 

○｢教職員による児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメント

防止のために｣（H20.3）の趣旨の徹底を行うと共に、「教職員に

よる児童・生徒に対するセクシュアル・ハラスメントを防止するた

めにＱＡ集｣の活用と「被害者救済システム」の周知を学校・市

町村に指示し、未然防止・早期対応に努める。児童・生徒及び

保護者への啓発をする。 

○｢セクシュアル・ハラスメント防止のために～障害のある児童

生徒の指導や介助方法における留意点～｣に基づき教職員の

理解・研修を深める。 

― 同左 教育振興室

高等学校課 

 

教育振興室

支援教育課 

 

市町村教育

室小中学校

課 

地域等の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための取

組 

 啓発冊子等を活用して、防止に向けた周知啓発を図る。 

― 同左 男女参画・府

民協働課 

③ 国際的な女性を取り巻く課題の周知啓発 

情報収集・情報提供 

トラフィッキング（人身売買）禁止条約等国際社会での女性を巡

る課題についての情報を収集し、情報提供する。 

― 同左 男女参画・府

民協働課 

④ 女性の人権を尊重した表現の推進 

｢男女共同参画社会の実現をめざす表現の手引｣の活用 

  「男女共同参画社会の実現をめざす表現の手引」を活用し、大

阪府が発行する刊行物等について、男女平等に立った表現の推

進を図る。 

― 同左 男女参画・府

民協働課 

メディアを使用した風俗事件の取締り 

メディアを使用したわいせつ事犯等の風俗事件に対する取締

りを推進する。 

― 平成 2４年中のメディアを使用

したわいせつ事犯の取締り 

   ５３件  ８４人 
 

警察本部 

生活安全部

保安課 

 

 （２）様々な困難を抱える男女や高齢者、障がい者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備 

事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

①困難な状況に置かれた人々の課題解決のための支援の強化 

緊急雇用創出基金事業（重点分野雇用創出基金事業）【社会起業

家活用型ニート対策プロジェクト】 

現下の厳しい雇用失業情勢を受け、雇用機会を創出するた

め、社会起業家（地域の活性化やニート就労支援など、様々な社

会課題を事業により解決するＮＰＯ等）が持つノウハウ等を活用し

た事業を実施。 

・レイブル応援プロジェクト事業 

・企業共同型レイブル自立化事業(地域版大阪レイブル超就活) 

・地域力を活用したレイブル自立化事業 

134,234 新規雇用失業者数 

延べ 58 人 

 

〔参考〕平成２４年度事業 

①レイブル応援プロジェクト事

業 

②企業共同型レイブル自立化

事業 

③地域力によるレイブル自立化

事業 

雇用推進室

就業促進課 

スクールソーシャルワーカー等活用事業 

学校と福祉をつなぐ専門家としてスクールソーシャルワーカー

を府内市町村に派遣し、子どもの生活環境に働きかけることにより

問題行動等の未然防止、早期対応・解決を図る。 

27,008 ○支援ケース数：1,094件 市町村教育

室 

小中学校課 

大阪あんしん賃貸支援事業 

再掲【１－（２）－①】  → Ｐ18参照 

(―) 再掲【１－（２）－①】 

  → Ｐ18参照 

居住企画課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

総合相談事業交付金 

住民の自立支援及び福祉の向上等に資することを目的に、市

町村が地域の実情に沿って取り組む相談事業を支援及び促進す

るため、市町村に対して交付金を交付する。 

227,000 相談件数：３７，２０７件 

（平成２４年度確定値） 

人権局 

人権擁護課 

医療安全センター運営事業（外国人医療相談事業） 

再掲【３－（２）－⑥】  → Ｐ57参照 

(425) 再掲【３－（２）－⑥】 

  → Ｐ57参照 

保健医療室

医事看護課 

②ひとり親家庭や障がい児への支援 

母子家庭等就業・自立支援センター事業 

母子家庭の母等に対して、職業相談から就業支援講習会の実

施、就職情報の提供など一貫した就業支援サービスや養育費の

相談など生活支援サービスを提供する。 

16,951 求職相談者数：975人 

就職者数：221人 

就業支援講習会 

受講者数：190人 

子ども室 

家庭支援課 

母子家庭自立支援給付金事業 

よりよい就業に向けた能力の開発、資格取得など母子家庭等

の就労のための給付金制度を実施する（福祉事務所未設置町村

所管区域の子ども家庭センター）。 

28,160 

 

高等技能訓練促進費：23人 子ども室 

家庭支援課 

母子寡婦福祉資金の貸付 

母子家庭及び寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図

るため、資金を貸し付ける。 

604,927 貸付件数：864件 子ども室 

家庭支援課 

母子福祉小口資金の貸付 

経済的に困窮する母子家庭及び寡婦に対して、大阪府母子寡

婦福祉連合会を通じ、緊急な場合に小口資金を貸し付け、自立を

支援する。 

― 新規貸付件数：27件 子ども室 

家庭支援課 

母子生活支援施設の指導 

生活上の様々な問題のため、子どもの養育が十分にできない

母子家庭に対し自立援助や子育て支援を行う母子生活支援施設

に対する指導を行うとともに、措置費等を負担する。（公立１か所、

民間３か所） 

56,984 同左 子ども室 

家庭支援課 

ひとり親家庭等日常生活支援事業 

母子家庭の母及び父子家庭の父等が自立するための就学や

疾病などにより一時的に介護・保育のサ－ビスが必要となった場

合に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等

において児童の世話等を行う。  

6,701 家庭生活支援員派遣：80回 子ども室 

家庭支援課 

児童扶養手当の支給 

 母子家庭等の生活の安定と自立の促進のため、児童扶養手当

を支給する。 

613,393 ○受給者数：1,2８３人 

○全部支給停止者：１４３人 

子ども室 

家庭支援課 

ひとり親家庭医療費助成事業 

ひとり親家庭の医療費について、市町村が実施する医療費助

成事業に対して補助を行う。(実施主体：市町村) 

○１８歳に達した年度の末日までの子と、その子を監護する父

又は母の入・通院 

○１８歳に達した年度の末日までの子と、その子を養育する養

育者の入・通院 

(ただし、児童扶養手当の一部支給の所得制限を準用) 

○一部自己負担額 

   一医療機関あたり 

入通院各 ５００円／日（月２日限度） 

※１ヶ月あたり自己負担限度額2,500円 

3,441,490 対象者：202，642人 国民健康保

険課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

子ども家庭センターにおける相談・支援 

市及び福祉事務所設置の町において母子自立支援員を配置。

福祉事務所未設置の８町１村については、そのエリアを所管する

府の子ども家庭センターに配置された母子自立支援員が相談・

就労支援等に対応するとともに、市町の母子自立支援員のスー

パーバイザーとして支援を行う。 

― 相談件数：２５４件 子ども室 

家庭支援課 

母子福祉推進委員の選任 

地域に大阪府母子福祉推進委員を配置し、母子家庭の母等に

対する相談や関係機関との連絡調整等を行う。 

― 母子福祉推進委員配置数： 

368名 

子ども室 

家庭支援課 

ひとり親家庭生活支援事業 

ひとり親家庭の生活基盤の安定を図るため、生活支援、健康支

援、土日・夜間電話相談、児童訪問補助（ホームフレンド）、情報

交換の場の提供など、各種地域の実情に応じた支援事業を選択

実施する福祉事務所設置自治体に助成する。 

5,093 生活支援講習会等事業 

参加人数：164人 

土日・夜間電話相談件数：68件 

子ども室 

家庭支援課 

職業能力開発の支援体制の充実 

母子家庭の母等が公共職業安定所長の指示により、職業訓練

を受講する場合に、その期間の生活の安定等に資するため訓練

手当を支給する。 

― 支給人数：４１人 

(母子家庭の母の実績) 
 

雇用推進室

人材育成課 

市町村における地域就労支援事業の実施 

再掲【２－（１）－②】  → Ｐ22参照 

(―) 再掲【２－（１）－②】 

  → Ｐ22参照 

雇用推進室

就業促進課 

身体障がい者及び知的障がい者医療費助成事業 

身体障がい者（児）及び知的障がい者（児）の医療費につい

て、市町村が実施する医療費助成事業に対して補助を行う。(実

施主体：市町村) 

○１～２級の身体障がい者手帳所持者（児） 

○重度の知的障がい者（児） 

○中度の知的障がい者（児）で身体障がい者手帳所持者。 

ただし、障がい基礎年金（全部支給停止）の所得制限を準用

（単身の場合：本人所得462万1千円以下)。 

○一部自己負担額 

１医療機関あたり 入通院各500円／月（月2日限度） 

※１ヶ月あたり自己負担限度額2,500円 

6,219,716 対象者数：64，733人 国民健康保

険課 

特別児童扶養手当の支給 

 精神又は身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図るた

め、特別児童扶養手当を支給する。 

33,187 ○受給者数：16,936人 

○全部支給停止者：1,37１人 

子ども室 

家庭支援課 

障がい児(者)の短期入所事業 

  障がい児（者）のいる家庭において、保護者等が疾病、出産等

により介護することが困難になった時、施設でショートステイを行

う市町村に対して補助を行う。(実施主体：市町村) 

638,930 
（障がい者

等を含む） 

実施市町村数：４３市町村 障がい福祉

室生活基盤

推進課 

 

障がい児等療育支援事業 

在宅の障がい児等の地域生活を支援するため、訪問、外来に

よる療育に関する相談・助言の実施、各種福祉サービスの提供の

助言、調整等を行う。 

15,320 

 

実施か所数：24か所 障がい福祉

室地域生活

支援課 

障がい児の居場所づくり事業 

支援学校児童・生徒の放課後や長期休暇等の居場所を確保す

るため、地域の放課後児童クラブで支援学校の児童を受け入れ

るために必要な取組みや児童館等を活用した障がいのない児童

との交流事業を実施する市町村に対して助成する。 

14,000 ○放課後児童クラブへの受入 

        １０クラブ１０人 

○児童館等における交流事業 

        １市１館 

（大阪市、堺市、高槻市、東大

阪市、豊中市を除く） 

子ども室 
子育て支援課 

日常生活用具給付等事業 

重度障がい児の日常生活がより円滑に行われるよう日常生活

用具を給付又は貸与する。(実施主体：市町村) 

― 

 

助成市町村数：４３市町村 障がい福祉

室地域生活

支援課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

補装具費の支給 

身体障がい児の喪失した身体的機能を補填するため、補装具

の交付及び修理を行う。(実施主体：市町村) 

516,104 
（障がい者

等を含む） 

実施市町村数：４３市町村 障がい福祉

室地域生活

支援課 

訪問看護利用料助成事業 

重度障がい児等が訪問看護ステーションを利用する際、その

費用を助成する市町村に対して補助を行う。(実施主体：市町村) 

75,921 助成市町村数：３７市町 障がい福祉

室地域生活

支援課 

障がい児に対する各種手当ての支給 

①障がい児福祉手当 

身体又は精神に重度で永続する障がいがあるため、日常生活

において、常時の介護を要する在宅の２０歳未満の者に対し、手

当を支給する。 (実施主体：大阪府、福祉事務所を有する市町) 

②重度障がい者介護手当 

常時複雑な介護を必要とする在宅の重度障がい児(者)の介護

者に対し、手当を支給する。(実施主体：大阪府) 

260,576 

（13,538） 

 

(247,038) 

 

 

 

①平成24年度実績額 

13,160千円 

 

 

②平成24年度実績額 

240,868千円 
 

障がい福祉

室地域生活

支援課 

ホームヘルプサービス事業 

常時介護を要する重度の障がい児等のいる家庭を訪問し、日

常生活の介護等を行う市町村に対して補助を行う。(実施主体：市

町村) 

8,115,417 
（障がい者等

を含む） 

助成市町村数：４３市町村 障がい福祉

室生活基盤

推進課 

 

視覚障がい幼児療育指導事業 

  就学前の視覚障がい幼児に対し、通所等により適切な療育を

実施するとともに保護者に対して生活上の指導・助言、研修を行

う。 

(大阪府視覚障害者福祉協会へ委託) 

6,089 ○通所：      ７ 名 

○研修：     １０ 回 

○電話等相談： ４３ 件 

子ども室 

家庭支援課 

障がい児福祉施設等への運営補助 

  障がい児施設の課題に対応し、利用者支援の向上を図るため

の経費を施設に対して助成する。 

285,920 

 

7法人10施設 
 

障がい福祉

室地域生活

支援課 

児童福祉法に基づく障がい児支援事業者・施設等への支援 

児童福祉法に基づく障がい児支援事業者・施設等への支援障

がい児支援に要する給付費等を支出する。（実施主体・市町村） 

 

3,645,076 実施市町村数：43市町村 障がい福祉

室地域生活

支援課 

私立幼稚園特別支援教育助成 

私立幼稚園における特別支援教育の充実を図るため、障がいの

ある幼児を就園させている幼稚園に対し、助成を行う。 

591,920 

 

助成対象 ： 198園 私学・大学課 

障がいのある生徒の高校生活支援事業 

 生徒が安心して通える学校づくりを支援するために、生徒一人

ひとりの障がい等の状況に応じ、学習支援員、介助員を配置する

私立高校等に対し、助成を行う。 

 

2,949 助成件数 ： ５件 708千円 私学・大学課 

府立支援学校ジョブチャレンジ整備事業 

 府立知的障がい支援学校（知肢併置校を含む）高等部で新規

に設置する職業コースにおいて、就労支援のための教育課程を

編成し、それに必要な教育環境整備を行う。 

（平成25年3月末で事業終了） 

― ○教育環境整備：4校 

（吹田支援、豊中支援、 

和泉支援、箕面支援） 

教育振興室 

支援教育課 

府立支援学校福祉医療関係人材の活用事業 

 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士を特別非

常勤講師として、府立支援学校へ必要に応じて派遣し、姿勢・運

動・動作・姿勢管理等、医学的な側面からの指導・助言を行う。個

別の教育支援計画や個別の指導計画との関連を図り、自立活動

等における個に応じた指導に活かす。 

 

 

5,223 ○理学療法士：12校48回 

○作業療法士：14校91回 

○言語聴覚士：20校135回 

○臨床心理士：20校173回 

        （各3時間/1回） 

教育振興室 

支援教育課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

③子育て家庭の経済的負担の軽減 

私立高等学校・専修学校高等課程の授業料無償化制度 

大阪の子どもたちが、中学卒業時の進路選択段階で、私立の

高校や高等専修学校についても、自らの希望や能力に応じて、

自由に学校選択できるように、国の「高等学校等就学支援金」と併

せて「私立高等学校等授業料支援補助金」を交付し、公私の切磋

琢磨を促し、大阪の教育力の向上を図る。 

22,823,706 ○授業料支援助成 

(1)高等学校 

 補助金額 ： 16,974,787千円 

 補助人数 ： 51,403人 

(2)専修学校高等課程 

 補助金額 ： 826,170千円 

 補助人数 ： 2,912人 

私学・大学課 

私立高等学校・専修学校等の授業料減免助成 

保護者等の失職・倒産などの家計急変による経済的理由から

授業料の納付が困難となった生徒等の修学を保障する。 

19,423 ○減免助成 

(1)小・中学校、高等学校等 

補助金額 ： 11,478千円 

補助人数 ： 41人 

(2)専修学校高等課程 

  該当者なし 

私学・大学課 

大阪府育英会奨学金制度 

教育の機会均等を図るため、向学心に富みながら経済的理由

により、修学困難な生徒等に対し、（公財）大阪府育英会を通じて

奨学金（奨学資金及び入学時増額奨学資金）の無利子貸付を行

う。 

5,309,363 ○奨学資金貸付  ３１，１８９人 

○入学時増額奨学資金貸付 

７，８７４人 
 

私学・大学課 

乳幼児入院時食事療養費助成事業 

乳幼児の入院時食事療養費の標準負担額について、市町村

が実施する助成事業に対して補助を行う。(実施主体：市町村) 

対象者：０～６歳の就学前児童。（障がい児等を含む。） 

91,834 件数：53，920件 国民健康保

険課 

乳幼児医療費助成事業 

乳幼児の医療費について市町村が実施する医療費助成事業

に対して補助を行う。(実施主体：市町村) 

○０～２歳の通院と、０～６歳の就学前児童の入院(ただし、児

童手当の特例給付の所得制限を準用) 

○一部自己負担額 

    １医療機関あたり 

入通院各５００円／日(月２日程度) 

※1ヶ月あたり自己負担限度額２，５００円 

3,812,230 対象者数等 

入院   75，328件 

通院  195，959人 

国民健康保

険課 

児童手当の支給 （旧 子ども手当） 

 子ども手当の支給に関する法律に基づき、次代の社会を担う子

どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、子ども（中学校

終了前まで）を養育している人に手当を支給する。 

（実施主体：市町村） 

22,886,609 受給対象児童数 

         1,081,106人 

子ども室 

家庭支援課 

新婚・子育て世帯向け家賃減額補助事業 

新婚世帯及び子育て世帯の良好な賃貸住宅への入居を支援

するため、新婚世帯及び子育て世帯の家賃減額の補助を行う。 

500戸予定 

（大阪市、堺市を除く。）  

543,680 認定戸数 476戸 居住企画課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

④高齢者・障がい者福祉の充実及び就業促進 

 ア 高齢者福祉の充実及び就業促進 

市町村等支援事業(広報) 

介護保険に関する府民の理解を深めるため、パンフレットの作

成や｢府政だより｣等を活用した広報を行う。 

2,878 ○パンフレット「高齢者の住まい

～多様な住まいの紹介と留意

点～」の作成 

（平成 25 年３月発行 日本語

版、韓国・朝鮮語版、英語版、

中国語版、点字版、ルビ打ち

版、音声版) 

○ホームページ(介護保険情

報) 

高齢介護室

介護支援課 

介護サービス基盤の充実 

高齢者が安心して介護サービスを利用できるよう、介護保険事

業者・施設の指定や指導を実施するとともに、施設整備に対する

助成事業や介護支援専門員の実務研修などを行う。 

・老人福祉施設等整備助成事業 

・介護保険事業者・施設に対する指定・指導・監査 

・介護支援専門員養成・研修事業 

 

1,558,992 

 
 

 

(1,549,740) 

(  -  ) 

(9,252) 

高齢者が安心して介護サービ

スを利用できるよう事業者・施設

の指定や指導を実施するととも

に、施設整備に対する助成事

業や介護支援専門員の実務研

修などを行った。 

施設整備 

・創設等7 ヵ所 

介護支援専門員 

・実務研修修了者 1,705人 

高齢介護室 

介護支援課

／介護事業

者課 

認知症疾患医療センター事業 

高齢者やその家族に対して、認知症に関する正しい知識を付

与し、若しくは相談対応を行う市町村等に対し、その技術援助を

行い、もって地域の認知症高齢者等の保健医療・福祉サービスの

向上を図ることを目的とし、大阪府知事が指定する認知症疾患医

療センターで行う。 

○認知症疾患医療センター事業の業務内容 

・専門医療相談 

・鑑別診断とそれに基づく初期対応 

・合併症・周辺症状への急性期対応 

・かかりつけ医等への研修会の開催等 

・情報収集・情報提供 

・専門相談の実施 

・困難事例等の個別の高齢者の処遇に係る関係機関との調

整（ケースワーク） 

○認知症疾患医療センター設置病院 

６か所（大阪市・堺市を除く） 

33,724 ① 相談事業 

相談件数 5,283件 

 

②関係機関研修会への 

講師派遣 

回数 49回 

 

② 修会等への出席 

回数 54回 

 

③ ケースワーク事業 

件数 7,396件 

     

④ 定診断 

件数 1,604件 

保健医療室

地域保健感

染症課 

介護保険苦情処理体制整備運営費補助事業 

介護保険のサービスに関する苦情処理機関である国民健康保

険団体連合会が行う苦情処理体制の整備及びその運営に要する

経費に対し補助する。 

10,033 国民健康保険団体連合会にお

ける苦情・相談件数 

苦情申立      8件 

電話相談等   38件 

高齢介護室

介護支援課 

介護保険事業者・施設に対する指定･指導・監査 

介護保険事業者・施設が法令や運営基準等を遵守し、利用者

の立場に立った質の高いサービス提供を行うよう、事業者･施設

に対して指導や監査などを実施する。 

― ○指定居宅サービス等事業所 

実地指導   202事業所 

集団指導   2,186事業者 

○介護保険施設 

実地指導     87事業所 

集団指導    297事業所 

高齢介護室 

介護事業者

課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

大阪後見支援センター運営事業 

自己の判断のみでは意思決定に支障のある方々の福祉サー

ビスの利用援助や日常的な金銭管理サービスを行う｢日常生活自

立支援事業｣の実施主体である｢大阪後見支援センター｣の運営

及び事業の実施に対する補助を行う。 

201,471 ○相談件数 

一般相談 568件 

専門相談  69件 

○日常生活自立支援事業 

実契約件数(利用実績)  

 1,947件 

地域福祉推

進室地域福

祉課 

福祉サービスに関する苦情解決事業 

社会福祉事業において提供される福祉サービスに関する苦情

の中で、当事者である事業者と利用者との間で解決困難な事例

について、中立・公正な立場から、解決に向けての相談やあっせ

んを行うため、(社福)大阪府社会福祉協議会に設置された｢運営

適正化委員会｣の運営及び事業の実施に対する補助を行う 

11,233 苦情相談件数  1,108件 

(うち あっせん件数  0件) 

地域福祉推

進室地域福

祉課 

認知症高齢者等支援策の充実 

  認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れ

た地域のよい環境で暮らし続ける社会を実現できるよう、認知症

施策推進５カ年計画（オレンジプラン）に基づき事業を実施する。

（地域包括ケア体制推進事業費から名称変更） 

20,878 

 

（事業展開） 

１認知症総合対策事業 

・認知症・高齢者虐待防止対策

専門委員会（2回） 

・かかりつけ医認知症対応力向

上研修（164名） 

・認知症ｻﾎﾟー ﾄ医養成研修 

（8名） 

・認知症ｻﾎﾟｰﾄ医ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研

修（2回・ 179名） 

・認知症ｺｰﾙｾﾝﾀｰの実施 

相談受理件数367件 

相談会（3回） 

・認知症ｷｬﾗﾊﾞﾝ･ﾒｲﾄﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

研修（3回） 

２若年性認知症支援者研修会 

 （69名） 
３地域ケア会議の運営支援や助言

を担う広域支援員、専門員の派遣

（地域包括支援センター機能強化

事業）  ―3市に派遣 

高齢介護室

介護支援課 

地域福祉・子育て支援交付金事業 

再掲【２－（２）－②】  → Ｐ27参照 

(2,116,304) 再掲【２－（２）－②】 

  → Ｐ27参照 

地域福祉推

進室地域福

祉課 

 

子ども室子

育て支援課 

 

高齢介護室

介護支援課 

地域福祉・子育て支援交付金（介護保険特別枠） 

 地域包括ケアシステムの構築を推進するため、自らの高齢者

保健福祉計画及び介護保険事業計画に位置づけた新たな事業

を行う市町村を支援する。 

200,000 平成24年度交付額 

103,178千円 

高齢介護室

介護支援課 



３ セーフティネットの充実 

- 50 - 

 

事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

福祉・介護人材確保安定化事業 

○潜在的有資格者等再就業促進事業 

  他分野からの離職者で福祉・介護分野に関心のあるに対し

て、施設・事業所において、職場体験を実施。 

 

○福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

  大阪府福祉人材センターにキャリア支援専門員を配置し、

キャリア支援専門員が事業所や養成施設等を個別訪問する

ことで、求人・求職者双方のニーズを詳細に把握し、人材の

円滑な参入を促す。 

 

○福祉・介護人材キャリアパス支援事業 

  介護福祉士等養成施設の教員により、施設・事業所内研修

の実施や施設・事業所のニーズに合った研修計画の策定支援を

行うことにより、福祉・介護職員のキャリアアップや資質の向

上を図り、職場定着を支援。 

 

16,928 

 

 

 

96,837 

 

 

 

 

21,722 

福祉・介護分野の人材確保を図

るため、部局長マニフェストに

おいて、福祉・介護分野の人材

を平成 24 年度から 3 年間で

13,800人増やすことを目標に取

組みを進めている。 

○ 福祉・介護人材の確保 

・府内の福祉・介護従事者数：   

平成24年度  約7,000人増 

（「介護サービス施設・事業所調

査」及び「労働力調査地方集計結

果」を元に推計） 

・大阪府福祉人材センターでの取

組による就職者数  3,838人 

○潜在的有資格者等再就業促

進事業 

・職場体験者数 960人 

○福祉・介護人材マッチング機

能強化事業 

・合同面接会・就職フェア参

加者数 4,926人 

・セミナー参加者数 4,863人 

○福祉・介護人材キャリアパス

支援事業 

・研修開催回数 163回 

地域福祉推

進室地域福

祉課 

認知症介護研修事業 

  高齢者の介護業務に従事する職員に対し認知症高齢者の介護

に関する実践的研修を実施することにより、認知症介護技術の向

上を図る。 

3,013 研修修了者数 896名 高齢介護室

介護支援課 

介護職員処遇改善等臨時特例基金事業（介護職員処遇改善交付

金の交付） 

介護職員の処遇改善に取り組む事業者（法人等）に対して「大

阪府介護職員処遇改善交付金」を交付する。 

（平成24年7月末で事業終了） 

 

― 申請事業所数     6,042件 高齢介護室

介護支援課 

介護情報・研修センター事業 

  介護技術の向上を図り、良質な介護サービスを提供することが

できる質の高い人材を安定的に確保・育成するため、介護・福祉

等の専門職員や市町村職員を対象に福祉用具を活用した研修や

介護技術に関する専門相談等を実施する。 

13,389 ○研修業務 

  ・市町村職員研修 

    17講座、修了者 264名 

  ・介護・福祉等専門職員研修 

    41講座、修了者1,481名 

○相談業務 

  ・来所相談 485件 

・電話相談 156件 

地域福祉推

進室地域福

祉課 

福祉人材センター運営事業 

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会を、「大阪府福祉人材セ

ンター」として、府が指定し、事業委託により福祉・介護の人材に

関する情報の収集提供、広報、啓発、講習会等各種事業を展開

する。 

○福祉分野の無料職業紹介事業 

○広報、啓発事業 

○求人求職者向けセミナー 

○民間社会福祉施設合同求人説明会 

34,287 

 

①求人・求職相談受付件数： 

15,609件 

②求職登録者数  

4,213人 

③職業紹介者数 

2,048人 

④就職者数       

475人 

地域福祉推

進室地域福

祉課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

介護福祉士等修学資金貸付事業 

府内の社会福祉施設等における介護福祉士等の養成・確保を

図るため、府内に在住し、府内の介護福祉士養成施設等に在学

し、資格取得後、府内の社会福祉施設等において、介護業務等

に従事しようとする者に対し、修学資金の貸付を行う。 

（社）大阪府社会福祉協議会に間接補助して貸付を実施する。 

貸付金額：月額50,000円 

         入学準備金20万円（初回に限る） 

         就職準備金20万円（最終回に限る） 

  ※生活困窮者に対しては別途生活費の貸付けあり 

―  貸付者数  199名 地域福祉推

進室地域福

祉課 

地域保健関係職員研修 

府域の保健サービスを充実できるよう府及び市町村の地域保

健関係職員の資質向上を図るための研修を実施する。 

3,246 地域保健関係職員研修 

受講延べ人数 １５７９人           

受講延べ日数  ９１日 

保健医療室

地域保健感

染症課 

看護師等修学資金の貸与 

府内の保健師、助産師、看護師、准看護師の確保及び質の向

上に資するため、養成施設に在学する生徒に対し、修学資金貸

与を行う。 

○貸与金額〔月額〕 

大学院修士課程       ８３，０００円 

保健師・助産師、看護師   ３１，０００円 

准看護師            ２１，０００円 

163,301 ・貸与者数 515人 

 

 

・貸与金額〔月額〕 

 保健師・助産師・看護師： 

３１，０００円 

 准看護師：      ２１，０００円 

保健医療室

医事看護課 

一日看護師体験事業 

看護師確保や看護に対する理解を深めてもらうため、高校生

［2・3 年生］を対象に府内の病院で実際の看護を体験してもらう

｢一日看護師体験事業｣を実施する。 

376 ・受入病院数  169施設 

・参加者数  1,268名 

保健医療室

医事看護課 

ナースセンターの運営 

看護職員の長期的かつ安定的な確保を図るため、潜在看護職

員の就労促進を行うとともに、各種講習会を通し、看護、介護知識

の普及等を行う。 

設置場所：大阪府看護協会会館 

委託先 ：公益(社)大阪府看護協会 

24,645 ○就業者数      1,117名 

○再就業支援講習会 

受講者数：計 154人 

○訪問看護講習会 

ステップ１  

受講者数：  -人 

公開講座 

受講者数：  -人 

○リフレッシュ研修 

受講者数： 166人 

保健医療室

医事看護課 

高年齢者雇用サポート事業 

 高年齢者の多様な就業ニーズに対応した雇用形態の就労を確

保するため、市町村や事業主団体等に働きかけ、地域労働ネット

ワークと連携し、身近な地域で高年齢者雇用に関する相談会・セ

ミナー等を実施。 

― 

 

○高年齢者雇用促進フェア 

来場者数   1,267人  

面談企業者数 102社 

雇用推進室

就業促進課 

ＪＯＢプラザＯＳＡＫＡ事業 

 中高年、障がい者、母子家庭の母など、働く意欲と能力がありな

がら就労にあたり様々な困難な要因を抱えている人への就労相

談、カウンセリングや各種セミナー、職場体験職業紹介を実施。。

（JOBプラザOSAKAは、平成25年9月2日から「新しごと館（仮

称）」としてリニューアルを行います。） 

33,060 

 

就職者数  1,442人 

（うち高齢者 188 人、障がい者

408人、母子家庭の母親92人） 

雇用推進室

就業促進課 

シルバー人材センター事業 

 高年齢者の定年退職後等における就業機会の確保と社会参加

及び生きがいの充実を図るため、臨時的、短期的又はその他軽

易な業務への就業を支援する公益社団法人大阪府シルバー人

材センター協議会に対する指導・支援の実施。 

6,148 会員数 52,960 人 

就業率  77.3 ％ 

雇用推進室

就業促進課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

高等職業技術専門校運営費 

４０歳以上の中高年齢者を対象に、夕陽丘高等職業技術専門

校の「開業支援科」、「総務ビジネス科」において、職業訓練を行

う。 

 

― 開業支援科 

入校者数    修了者数 

     （就職退校を含む） 

４月：３０人     ２８人 

１０月：３０人    ３０人 

総務ｊビジネス科 

入校者数    修了者数 

     （就職退校を含む） 

４月：３１人     ２７人 

１０月：３０人    ２９人 

雇用推進室

人材育成課 

  イ 障がい者福祉の充実及び就労支援 

障がい者自立支援対策臨時特例基金事業（福祉・介護人材の処

遇改善交付助成の交付） 

 福祉・介護職員の処遇改善事業に取り組む障がい福祉サービ

ス等事業所に対して「大阪府福祉・介護人材の処遇改善助成金」

を交付する。 

― 

 

 

（事業は平成2４年3月ｻｰﾋﾞｽ提

供分まで） 

障がい福祉

室障がい福

祉企画課 

障がい者自立支援基盤整備事業 

 平成２４年度で事業終了 

― 

 

障がい福祉サービス事業所等 

○改修・増築工事及び設備（備 

品）の合計107施設 

○開設準備経費 ２１ 施設 

 

グループホーム・ケアホーム 

○改修・増築整備 ６６ 施設 

○消防設備整備 ６９ 施設 

○開設準備経費 ５４ 施設 

障がい福祉

室生活基盤

推進課 

障がい者共同生活援助・共同生活介護事業 

障がい者の地域生活を援助するグループホーム・ケアホーム

に入居している障がい者に対し援護を行う市町村に助成する。 

（援護の実施者：市町村） 

2,685,061 

 

 

実施市町村数 43市町村 障がい福祉

室生活基盤

推進課 

都道府県相談支援体制整備事業 

障がいのある方やその家族に障がい福祉サービスの情報提供

や、サービスの利用調整等を行う相談支援の充実を図るため、市

町村や地域の相談支援事業者等にアドバイザーを派遣し、相談

支援体制の充実を図る。 

  2,050 

  

 

アドバイザーの派遣等延べ 

153回 
 

障がい福祉

室地域生活

支援課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

障がい者自立相談支援センターにおける各種業務 

○地域支援課における相談支援業務 

障がい者の地域生活への移行を推進するため、障がい者相

談支援アドバイザーの派遣及び相談支援従事者研修等の人材育

成を通じて、障がい者ケアマネジメントを総合的に推進する。 

また、身体障がい者手帳及び療育手帳の交付を行う。 

 

○身体障がい者支援課における相談支援業務 

身体障がい者更生相談所業務を行うとともに、来所が困難な障

がい者の専門的相談に応じるため、巡回相談を実施する。 

また、高次脳機能障がい支援普及事業（都道府県地域生活支

援事業）を実施する。 

（身体障がい者更生相談所の業務概要）［身体障害者福祉法第11

条による設置］ 

・専門的相談指導（巡回リハビリテーション等の実施）、判定（医学

的・心理学的及び職能的判定、自立支援医療判定、補装具判

定)、巡回相談、地域リハビリテーション活動の推進、市町村職員

研修、施設利用調整、市町村相互間の連絡調整・関係機関との連

携・支援、広報・啓発を実施する。 

 

○知的障がい者支援課における相談支援業務 

知的障がい者更生相談所の業務を行うとともに、発達障がいを

伴う知的障がいのある方への支援に取り組む。 

（知的障がい者更生相談所の業務概要）［知的障害者福祉法第１

２条による設置］ 

・専門的相談指導および判定（医学的・心理学的および職能的判

定、療育手帳、生活相談、進路相談等）出張判定、市町村職員研

修、施設利用調整、市町村相互間の連絡調整、関係機関（施設、

養護学校等）との連携・支援、広報・啓発等を実施する。 

19,744 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

身体障がい者更生相談所にお

ける相談業務 

○相談件数   10,620件 

来所      9,699件 

巡回       921件 

○判定件数    8,981件 

来所      8,062件 

巡回       919件 

 

 

 

 

知的障がい者更生相談所にお

ける相談業務 

○相談件数  7,082件 

来所    5,620件 

巡回    1,462件 

○判定件数  11,086件 

来所    9,638件 

巡回    1,448件 

障がい福祉

室地域生活

支援課 

大阪後見支援センター運営事業 

再掲【３－（２）－④】  → Ｐ49参照 

(201,746) 再掲【３－（２）－④】 

  → Ｐ49参照 

地域福祉推

進室地域福

祉課 

福祉サービスに関する苦情解決事業 

再掲【３－（２）－④】  → Ｐ49参照 

(11,470) 再掲【３－（２）－④】 

  → Ｐ49参照 

地域福祉推

進室地域福

祉課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

障がい者地域生活支援事業 

 

＜都道府県＞ 

 障がい者の自立と社会参加を促進するため、下記の事業を実

施する。 

○点訳奉仕員養成事業 

○朗読奉仕員養成事業 

○手話通訳者養成事業 

○要約筆記者養成事業 

○オストメイト社会適応訓練事業 

○盲ろう者通訳・介助者派遣事業 

○盲ろう者通訳・介助者養成研修等事業 

○身体障がい者補助犬貸与事業 

○身体障がい者自立支援事業 

○生活訓練等事業 

○精神障がい者地域交流事業 など 

 

＜市町村＞ 

障がい者の自立と社会参加を促進するため、地域の実情に応

じて市町村が選択実施する事業に要する経費を助成する。 

（選択事業の種類） 

○スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 

○コミュニケーション支援事業 など 

― 

 

 

 

＜都道府県＞ 

○点訳奉仕員養成事業12名 

○朗読奉仕員養成事業15名 

○手話通訳者養成事業244名 

○要約筆記者養成事業 

              63名 

○オスメイト社会適応訓練事業 

            194名 

○盲ろう者通訳 ・介助者派遣 

  事業  

   派遣回数 延べ 11,181回 

○盲ろう者通訳 ・介助者養成

研修事業      51名 

○身体障がい者補助犬貸与事

業          5頭 

 

 

＜市町村＞ 

○スポーツ ・レクリエーション

教室開催等事業 

○コミュニケーション支援事業 

などを選択実施 

障がい福祉

室自立支援

課 

 

障がい福祉

室地域生活

支援課 

障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業 

障がい者の職業的自立を実現するため、身近な地域で、就労

面及び生活面での総合的な支援に向けた取組みを進めるため、

府内各障害者就業・生活支援センターに生活支援を行う生活支

援ワーカーを配置する。 

122,976 

 

障害者就業・生活支援センター 

              18か所 

障がい福祉

室自立支援

課 

 

障がい者地域医療ネットワーク推進事業 

身近な地域で、障がい者が安心して医療を受けられるよう、医

療機関の連携を図り、障がい者地域医療ネットワークを推進す

る。 

このため、障がい者地域医療の普及・啓発をはじめ、専門的治

療が必要な合併症や二次障がい等に関する患者紹介等の円滑

化、協力医療機関の拡大を図る。 

― 

 

○府内医療機関への「医療機

関等における障がい者配慮

ガイドブック」等支援ツール

の配布      9,621か所 

○障がい者医療ネットワークの

整備・公表 

○障がい者医療の普及・啓発 

障がい福祉

室地域生活

支援課 

相談支援従事者研修事業 

地域における複合的なニーズを有する地域の障がい者等の生

活を支援する相談支援従事者の養成を図る。 

6,100 

 

○相談支援従事者初任者研修 

５日間課程 修了者数 333名 

２日間課程 修了者数 444名 

○相談支援従事者現任研修 

     修了者数 201名 

障がい福祉

室地域生活

支援課 

（新）発達障がい児者総合支援事業 

発達障がい児者のライフステージに応じた一貫した切れ目の

ない総合的な支援事業 

111,494 ― 障がい福祉

室地域生活

支援課 

ホームヘルプサービス事業 

再掲【３－（２）－②】  → Ｐ46参照 

(6,692,427) 
（障がい児等

を含む） 

再掲【３－（２）－②】 

→ Ｐ46参照 

 

 

障がい福祉

室生活基盤

推進課 

 

障がい児（者）の短期入所事業 

再掲【３－（２）－②】  → Ｐ45参照 

(507,851) 
（障がい者等

を含む） 

再掲【３－（２）－②】 

  → Ｐ45参照 

障がい福祉

室生活基盤

推進課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

障がい者（児）施設等施設整備事業 

○社会福祉法人等が行う障がい者（児）施設等やケアホーム･グ

ループホームの整備に対して助成する。 

○既存の入所施設が、施設退所者の地域の受入先であるケアホ

ーム・グループホームを創設する場合に必要な費用を補助し、

障がい者の地域移行を推進する。 

○ケアホーム・グループホーム（自己所有物件）のバリアフリー化

のための工事費に対して補助し、障がい者の自立した生活を

支援する。 

210,502 

 

 

○施設整備補助 

  障がい福祉サービス事業所 

  創設 ４ 施設 

   

○ケアホーム･グループホーム 

  の創設 5施設 

  大規模修繕 1 施設 

障がい福祉

室生活基盤

推進課 

大阪府社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金事業 

○国からの社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金で造成した

社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金等を活用し、耐震化整

備及びスプリンクラー整備を行った社会福祉法人に対して整備

補助金を交付する。 

916,078 

 

 

 

○耐震化改修 ３ 施設 
 

障がい福祉

室生活基盤

推進課 

身体障がい者及び知的障がい者医療費助成事業 

再掲【３－（２）－②】  → Ｐ45参照 

(5,929,071) 再掲【３－（２）－②】 

  → Ｐ45参照 

国民健康保

険課 

重度障がい者等住宅改造助成事業 

  重度障がい者等が住みなれた地域で自立し、安心して生活で

きる基盤づくりを推進するため、住宅改造への助成を実施する市

町村に対して補助を行う。 

57,593 

 

補助件数30市町村174件 障がい福祉

室地域生活

支援課 

 

居宅介護職員初任者（障がい者ホームヘルパー）研修事業 

  介護職員初任者研修修了者を対象に居宅介護職員初任者研

修を実施し、居宅介護職員が行う業務に必要な知識と技術の習得

を図る。 

2,667 

 

○居宅介護従業者養成研修 

修了者 79名 

障がい福祉

室地域生活

支援課 

ＪＯＢプラザＯＳＡＫＡ事業 

再掲【３－（２）－④】  → Ｐ51参照 

（33,060） 再掲【３－（２）－④】 

  → Ｐ51参照 

雇用推進室

就業促進課 

⑤高齢者・障がい者が暮らしやすいまちづくり 

あいあい住宅の供給 

高齢者をはじめ、誰もが住みやすいように、浴槽部分の落とし

込み、浴室・便所の手すり設置、住戸内部の段差解消等に加え、

3 ヶ所給湯方式の採用、洗面所・便所等の面積拡大等を行った

「あいあい住宅」を供給する。  

 1,733,074 供給戸数：1,382戸 住宅経営室

住宅整備課 

府住宅供給公社による高齢者対応住宅の供給 

構造等を配慮した高齢者対応住宅を供給する。 

公社賃貸住宅建替予定戸数：151戸 

     ― 公社賃貸住宅建替戸数：306戸 居住企画課 

車いす常用者世帯向け住宅(ＭＡＩハウス)の供給 

入居者の障がいの程度・内容に配慮し、入居者の身体的特性

に基づき、浴槽や便器の選択、手すりの設置など、細部を設計す

る特別設計（ハーフメイド方式）による府営住宅を供給する。 

70,602 

 
供給戸数：32戸 住宅経営室

住宅整備課 

府営住宅福祉世帯向け募集制度の活用 

再掲【１－（２）－①】  → Ｐ17参照 

(―) 再掲【１－（２）－①】 

  → Ｐ17参照 

住宅経営室

経営管理課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

（新）府住宅供給公社住宅における高齢者世帯・障がい者世

帯等を対象とした「優先申込期間制度」の実施 

60 歳以上の高齢者がいる世帯及び障がい者がいる世帯等を

対象に、対象団地の1階住戸を募集開始から7日間、優先的に申

込みできる制度を実施する。 

― ― 居住企画課 

（新）サービス付き高齢者向け住宅促進事業 

 高齢者が安心して暮らしていける住まいの新たな供給を図るた

め、経済的側面から入居できない等の高齢者に家賃減額補助に

よる支援を図る。 

128,235 供給計画認定戸数 

 8団地 276戸 

居住企画課 

既存府営住宅の住戸内バリアフリー化（旧高齢者向けへの改善） 

既存府営住宅の住戸内について、室内段差の解消や手すりの

設置等を行う等、高齢者・障がい者等の負担を軽減するための住

環境の整備を行う。 

484,832 

 

改善戸数：81戸 住宅経営室

施設保全課 

既存府営中層住宅へのエレベーター設置 

再掲【１－（２）－①】  → Ｐ17参照 

(1,325,783) 再掲【１－（２）－①】 

  → Ｐ17参照 

住宅経営室

施設保全課 

車いす常用者世帯向け住宅への改善 

車いす常用者の生活環境の整備を図るため、既存の府営住宅

にスロープ等の設置や浴室・便所等の改善などを行う。 

77,035 改善戸数：0戸 住宅経営室

施設保全課 

府営住宅の団地内バリアフリー化 

再掲【１－（２）－①】  → Ｐ18参照 

(67,811)  再掲【１－（２）－①】 

  → Ｐ18参照 

住宅経営室

施設保全課 

既存集会所整備（ふれあいリビングの推進） 

再掲【１－（２）－①】  → Ｐ18参照 

(15,538) 再掲【１－（２）－①】 

  → Ｐ18参照 

住宅経営室

施設保全課 

長寿社会に対応した民間賃貸住宅建設への誘導 

  あらゆる年齢の健常者も含めて、高齢化に伴い、身体的機能が

低下した場合でも支障なく住み続けられ、自立した生活を営める

よう配慮した｢長寿社会対応住宅推進基準｣を設け、住宅金融支援

機構を活用して、賃貸住宅を建設する方で府の定める条件を満

たす方に対し、利子補給を行う。 

7,169 利子補給件数：１１件 183戸 
 

居住企画課 

高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 

  高齢者の安全で安定した居住の確保を図るため、高齢者向け

優良賃貸住宅を供給する民間の土地所有者、地方住宅供給公社

等に対し、建設及び改良に要する費用の一部と家賃の減額に要

する費用に対して補助することにより、高齢者が低廉な家賃で入

居できる優良な賃貸住宅の供給を促進する。 

748,343 管理戸数       2,867戸 

 
 

居住企画課 

府営住宅資産の活用による「地域力向上に向けたまちづくり」の

推進 

地元市町との府営住宅を活用したまちづくりについての協議の場

（まちづくり会議）の中で、活用用地等のまちづくりへの活用につ

いて地元市町と協議し、福祉施設等の導入の検討等を行ってい

く。 

（平成25年度より「あんしん住まい確保プロジェクト」と統合） 

 

    ― 「あんしん住まい確保プロジェク

ト」（府営住宅の用地を活用した

サービス付き高齢者向け住宅

や福祉施設等の導入）を推進

するための枠組み・体制等の検

討を行った。 

居住企画課 

住宅経営室 

住宅整備課 

経営管理課 

公的賃貸住宅のグループホームへの活用 

障がい者の入所施設・精神科病院からの地域移行等を進め、

地域で住み続けられるようにするため、公営住宅をグループホー

ム・ケアホームとして活用し、UR賃貸住宅や公社賃貸住宅などに

おいても、グループホーム・ケアホームとしての活用について、

関係団体と連携を図りながら実施します。 

    ― 市町営住宅に対し、研修会等を

通じ、グループホームへの活用

を促した。 

 また、ＵＲ賃貸住宅や公社賃

貸住宅においても、関係団体と

の連携を図り、活用の促進に努

めた。 

居住企画課 
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事業名及び平成25年度事業概要 

25年度 

予算額 

（千円） 

平成24年度実績 担当課 

福祉のまちづくりの推進 

 ｢高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（バリアﾌﾘｰ法）｣及び「大阪府福祉のまちづくり条例｣に基づき、障

がい者、高齢者や妊婦をはじめとするすべての人が自由に移動

し、社会参加できる福祉のまちづくりを推進する。 

 

109,449 

 

○都市施設の整備の促進 

新設設置の事前協議件数

369件 

 

○福祉のまちづくり条例におい

て、一定の用途・規模の建築物

を設置する際に、ベビーベッ

ド・ベビーチェアの設置を義務

化。 

障がい福祉

室障がい福

祉企画課 

 

建築指導室

建築企画課 

府営公園新ハートフル事業の推進 

新バリアフリー法にもとづき、高齢者や障がい者などすべての

府民の利用に配慮した公園施設の改修を行うため、事業計画を

策定する。 

 

    ― 事業計画見直し中 公園課 

安全で人にやさしい府道緑化事業の推進 

安全で人にやさしい緑の道づくりとして高齢者、障がい者の方

に配慮した緑化の推進に努める。 

（平成22年度より事業休止中） 

    ― 同左 公園課 

高等学校福祉対策整備事業 

  ｢福祉のまちづくり条例｣の整備基準に基づき、府立高等学校 4

校にスロープや階段手すりの設置、便所の改修等の施設整備を

行う。（平成6年度～） 

また 4 校に障がい者用エレベーターの整備を行う。(平成 4 年度

～) 

123,346 ○総合対策工事：４校（池田、枚

方、今宮工科、鳳)  

○障がい者用エレベーター整

備工事等 

・整備工事：４校（懐風館、高槻

北、堺東、りんくう翔南） 

・設計[25年度整備予定校]：4校

（鳳、伯太、成城、今宮工科） 

教育委員会

事務局施設

財務課 

支援学校福祉対策整備事業 

「福祉のまちづくり条例」の整備基準に基づき、府立支援学校にス

ロープや階段手すりの設置、便所の改修等の施設整備を行う。

(平成6年度～) 

58,688 ○総合対策工事：1 校（交野支

援） 

教育委員会

事務局施設

財務課 

⑥女性であることで複合的に困難な状況に置かれている人々等への対応 

外国人女性に対する相談・一時保護体制の充実 

婦人保護事業の観点から、外国人女性を対象とした相談事

業を女性相談センターで実施する。また、必要に応じて一時

保護を行う。 

○相談時間：午前９時～午後８時（祝・年末年始を除く） 

   ※通訳者が必要な場合 

月～金：午前９時～午後５時３０分 

    ― ○相談件数 

     電話相談：６７件 

     来所相談：１１件 

○一時保護件数：３９件 

子ども室 

家庭支援課 

 

女性相談セ

ンター 

医療安全センター運営事業（外国人医療相談事業） 

外国人のための医療相談や情報提供をしている団体に対して

の助成 

  425 相談件数：５２６件（電話のみ） 

パンフレットの配布：３２０枚 

保健医療室

医事看護課 

外国人情報コーナー 

再掲【１－（２）－③】  → Ｐ19参照 

 （2,860） 再掲【１－（２）－③】 

→ Ｐ19参照 

都市魅力創

造局国際課 

総合相談事業交付金 

再掲【３－（２）－①】  → Ｐ44参照 

(227,000) 再掲【３－（２）－①】 

→ Ｐ44参照 

人権局 

人権擁護課 

人権教育推進計画に基づく施策の推進 

 ｢大阪府人権教育推進計画｣に基づき、下記事業を実施する。 

○大阪府人権教育推進懇話会の運営 

○人権教育・教材の整備 

2,876 懇話会の開催 １回 

・人権教育教材の作成  

5,000冊 

人権局 

人権企画課 

 


